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□
越
谷
し
ら
こ
ば
と
基
金
助
成
事
業

　
（
第
２
期
）

　

快
適
で
活
力
あ
る
魅
力
的
な
ふ
る

さ
と
作
り
を
目
指
し
て
行
わ
れ
る
市

民
活
動
事
業
を
募
集
し
ま
す
。

〈
対
象
事
業
〉　
９
月
１
日
㈯
〜
平

成
３１
年
３
月
３１
日
㈰
に
実
施
す
る
、

自
主
的
、
主
体
的
に
活
動
す
る
市
民

に
よ
る
公
共
活
動
を
目
的
と
し
た
活

動
・
事
業

＊
営
利
を
目
的
と
す
る
事
業
、
政
治

的
・
宗
教
的
目
的
を
有
す
る
事

業
、
特
定
の
個
人
・
団
体
等
を
対

象
と
す
る
事
業
、
定
期
的
・
恒
例

的
に
行
わ
れ
て
い
る
事
業
、
備
品

購
入
の
み
の
事
業
は
除
く

〈
申
込
み
で
き
る
団
体
〉　
市
内
に

活
動
の
本
拠
を
有
し
、
前
記
期
間
内

に
事
業
が
終
了
す
る
予
定
の
団
体

〈
選
考･

決
定
の
方
法
〉　
申
請
団

体
に
よ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、

越
谷
し
ら
こ
ば
と
基
金
運
営
委
員
に

よ
る
意
見
交
換
を
経
て
、
市
長
が
決

定
し
ま
す

〈
申
込
み
〉　
７
月
２
日
㈪
〜
１３
日

㈮
に
、
書
類
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、
直
接
市
民
活
動
支
援
課
へ
。

必
要
書
類
は
市
民
活
動
支
援
課
、
各

地
区
セ
ン
タ
ー
、
市
民
活
動
支
援
セ

ン
タ
ー
で
配
布
す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
印
刷
で
き
ま
す

＊
７
月
２
日
㈪
〜
１２
日
㈭
に
、
助
成

事
業
に
関
す
る
個
別
相
談
を
受
け

付
け
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
事
前

に
左
記
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い

b
市
民
活
動
支
援
課
（
第
二
庁
舎
２

階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
５
３

□
こ
し
が
や
都
市
未
来
創
造
塾
第
４

　
期
生
受
講
生

g
座
学
、
市
内
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、

市
外
見
学
な
ど　

f
市
内
在
住
・
在

勤
・
在
学
で
１８
歳
以
上
の
方
３０
人　

h
無
料　

e
９
月
８
日
㈯
ま
で
に
電

話
で
左
記
へ　

b
（
一
社
）
越
谷
市

観
光
協
会
☎
９
７
１
＝
９
０
０
２

□
日
本
ハ
ム
旗
第
20
回
関
東
学
童
軟

　
式
野
球
大
会
越
谷
市
予
選
会
出
場

　
チ
ー
ム

a
８
月
１１
日
㈯
・
１２
日
㈰
・
１８
日

㈯
・
１９
日
㈰
・
２５
日
㈯
（
予
備
日
含

む
）　

d
市
内
野
球
場
（
し
ら
こ
ば

と
運
動
公
園
野
球
場
ほ
か
）　

f
市

内
在
学
の
小
学
１
年
〜
５
年
生
で
構

成
す
る
野
球
チ
ー
ム
（
１
チ
ー
ム
２０

人
以
内
）　

h
７
０
０
０
円
（
代
表

者
会
議
で
支
払
い
）　

e
７
月
５
日

㈭
〜
１３
日
㈮
に
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

（
第
二
庁
舎
４
階
）
へ
。
代
表
者
会

議
を
７
月
２２
日
㈰
、
午
後
５
時
か
ら

越
谷
市
民
球
場
会
議
室
で
開
催　

b

越
谷
市
野
球
連
盟
・
藤
田
☎
９
７
５

＝
１
１
１
２

□
優
良
運
転
者
を
表
彰
し
ま
す

　

表
彰
を
受
け
る
方
は
、
自
己
申
告

（
申
請
）
が
必
要
で
す
。

f
越
谷
交
通
安
全
協
会
に
加
入
し
て

い
る
方
で
、
過
去
５
年
以
上
無
事

故
・
無
違
反
の
方
。
過
去
に
優
良
運

転
者
表
彰
を
受
け
て
か
ら
５
年
以
上

経
過
し
て
い
る
方　

e
７
月
９
日
㈪

〜
８
月
３１
日
㈮
（
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
。
午
前
８
時
３０
分
〜
午

後
５
時
）
に
、
越
谷
警
察
署
で
配
布

す
る
申
請
書
に
無
事
故
・
無
違
反
証

明
書
を
添
え
て
直
接
越
谷
交
通
安
全

協
会
事
務
局
へ
。
証
明
書
は
、
交
付

手
数
料
６
３
０
円
を
添
え
て
郵
便
局

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
約
１０
日

後
に
郵
送
さ
れ
ま
す　

b
越
谷
交
通

安
全
協
会
事
務
局
（
越
谷
警
察
署

内
）
☎
９
６
４
＝
６
２
２
０

□
こ
し
が
や
緑
の
オ
ア
シ
ス

　
２
０
２
０
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

g
緑
の
カ
ー
テ
ン
や
生
け
垣
、
緑
の

庭
、
屋
敷
林
な
ど
の
優
れ
た
取
り
組

み
を
「
緑
の
オ
ア
シ
ス
」
と
し
て
認

定
し
、
認
定
証
と
認
定
プ
レ
ー
ト
を

進
呈
し
ま
す
。
募
集
部
門
は
、
緑
の

カ
ー
テ
ン
、
緑
の
庭
・
生
け
垣
、
屋

敷
林
、
緑
の
あ
ぜ
、
そ
の
他
の
緑
の

オ
ア
シ
ス　

f
市
内
在
住
の
方
ま
た

は
市
内
に
住
所
を
有
す
る
事
業
所　

e
７
月
２
日
㈪
〜
８
月
３１
日
㈮
に
、

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

取
り
組
み
の
様
子
が
分
か
る
写
真
を

添
え
て
直
接
越
谷
市
環
境
推
進
市
民

会
議
事
務
局
へ
。
応
募
用
紙
は
環
境

政
策
課
で
配
布
す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
印
刷
で
き
ま
す
。
応

募
さ
れ
た
取
り
組
み
を
越
谷
市
環
境

推
進
市
民
会
議
と
市
で
審
査
し
ま

す
。
結
果
は
１０
月
ご
ろ
通
知
し
ま
す

　

b
越
谷
市
環
境
推
進
市
民
会
議
事

務
局
（
第
三
庁
舎
４
階
環
境
政
策
課

内
）
☎
９
６
３
＝
９
１
８
３

□
住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
費

　
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

f
昭
和
５６
年
５
月
３１
日
以
前
に
建
築

さ
れ
た
次
の
①
ま
た
は
②
の
建
物
。

①
２
階
以
下
の
木
造
一
戸
建
て
住
宅

　

②
３
階
以
上
で
延
べ
面
積
１
０
０

０
平
方
㍍
以
上
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン

　

g
▽
耐
震
診
断…

耐
震
診
断
に
要

し
た
費
用
の
３
分
の
２
に
相
当
す
る

額
（
①
は
１
戸
に
つ
き
５
万
円
以

内
、
②
の
予
備
診
断
は
１０
万
円
以

内
・
本
診
断
は
９０
万
円
以
内
）　

▽

耐
震
改
修…

耐
震
改
修
に
要
し
た
費

用
の
２３
％
に
相
当
す
る
額
（
①
の
み

対
象
。
１
戸
に
つ
き
４０
万
円
以
内
）

　

▽
簡
易
耐
震
改
修…

耐
震
シ
ェ
ル

タ
ー
ま
た
は
防
災
ベ
ッ
ド
の
設
置
に

要
し
た
費
用
の
２３
％
に
相
当
す
る
額

（
①
の
み
対
象
。
１
戸
に
つ
き
２０
万

円
以
内
）　

e
建
築
住
宅
課
で
受
付

中
。
い
ず
れ
も
予
算
が
な
く
な
り
し

だ
い
終
了

＊
そ
の
ほ
か
条
件
等
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
建
築
住
宅
課
へ

＊
木
造
住
宅
の
簡
易
耐
震
診
断
は
建

築
年
を
問
わ
ず
随
時
受
付
中
（
無

料
）
。
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
・
耐
震

相
談
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
相
談
な

ど
も
実
施
し
て
い
ま
す

b
建
築
住
宅
課
（
本
庁
舎
３
階
）
☎

９
６
３
＝
９
２
３
５

□
子
育
て
ハ
ッ
ピ
ー
県
営
住
宅
（
若

　
年
子
育
て
世
帯
向
け
）
入
居
者

〈
対
象
〉　
夫
婦
が
共
に
３９
歳
以
下

の
世
帯
（
子
ど
も
の
有
無
は
問
い
ま

せ
ん
。
た
だ
し
収
入
等
の
条
件
を
満

た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
）

〈
入
居
予
定
日
〉　
９
月
２３
日
㈷
以

降〈
募
集
案
内
配
布
場
所
〉　
市
役
所

総
合
受
付
、
建
築
住
宅
課
（
本
庁
舎

３
階
）
、
北
部
・
南
部
出
張
所
、
各

地
区
セ
ン
タ
ー
、
埼
玉
県
住
宅
供
給

公
社
、
埼
玉
県
住
宅
課
（
県
庁
第
二

庁
舎
１
階
）

〈
申
込
み
〉　
７
月
１
日
㈰
〜
２１
日

㈯
（
消
印
有
効
）
に
郵
送
で
左
記
へ

b
埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社
（
〠
330
＝

８
５
１
６
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町

３
の
１２
の
１０
）
☎
０
４
８
＝
８
２
９

＝
２
８
７
５

□  　
　
「 

川
の
あ
る
ま
ち―

越
谷

　
文
化
」
第
37
号
作
品

g
随
筆
・
詩
・
短
歌
・
写
真
な
ど
、

作
品
を
投
稿
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
詳

し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
地

区
セ
ン
タ
ー
等
で
配
布
す
る
募
集
要

項
を
ご
覧
く
だ
さ
い　

b
生
涯
学
習

課
☎
９
６
３
＝
９
３
０
７５

面
へ
続
く

市
制
60

募
集

　

７
月
か
ら
、
平
成
３０
年
度
（
３０
年

７
月
〜
３１
年
６
月
分
）
の
国
民
年
金

保
険
料
免
除
申
請
お
よ
び
納
付
猶
予

（
５０
歳
未
満
）
の
申
請
受
け
付
け
が

始
ま
り
ま
す
。
免
除
や
納
付
猶
予
の

審
査
は
、
本
人
お
よ
び
配
偶
者
（
免

除
の
場
合
は
世
帯
主
も
含
む
）
の
２９

年
中
の
所
得
を
も
と
に
、
日
本
年
金

機
構
で
行
わ
れ
ま
す
。

　

前
年
度
に
全
額
免
除
ま
た
は
納
付

猶
予
の
承
認
を
受
け
、
継
続
申
請
を

希
望
さ
れ
た
方
は
手
続
き
不
要
で
す

が
、
４
分
の
３
・
半
額
・
４
分
の
１

免
除
の
承
認
を
受
け
た
方
は
、
毎
年

手
続
き
が
必
要
で
す
。
６
月
以
前
の

期
間
に
つ
い
て
免
除
申
請
を
希
望
す

る
方
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

＊
保
険
料
納
付
期
限
か
ら
２
年
を
経

過
し
て
い
な
い
期
間
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す

〈
申
請
に
必
要
な
も
の
〉　
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー

ド
、
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番

号
通
知
書
、
認
印
、
（
退
職
さ
れ
た

方
の
み
）
退
職
日
を
確
認
で
き
る
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
ま
た
は
離
職

票〈
申
請
場
所
〉
　
市
役
所
市
民
課
国

民
年
金
担
当

b
日
本
年
金
機
構
越
谷
年
金
事
務
所

☎
９
６
０
＝
１
１
９
０
、
市
役
所
市

民
課
国
民
年
金
担
当
（
本
庁
舎
１

階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
５
５

　

市
役
所
本
庁
舎
の
南
側
低
層
部

の
解
体
工
事
に
伴
い
、
市
民
課
の

窓
口
の
配
置
が
７
月
９
日
㈪
か
ら

変
わ
り
ま
す
。
待
ち
合
い
ス
ペ
ー

ス
が
狭
く
な
り
ご
不
便
を
お
か
け

し
ま
す
が
、
ご
理
解
を
お
願
い
し

ま
す
。

b
市
民
課
☎
９
６
３
＝
９
１
２

６
、
９
４
０
＝
８
６
０
４

□
印
鑑
登
録
証
明
書
と
印
鑑
登
録

　
証
が
変
わ
り
ま
す

　

申
請
書
等
に
関
す
る
性
別
欄
の

見
直
し
方
針
に
基
づ
き
、
越
谷
市

印
鑑
条
例
等
の
一
部
を
改
正
し
た

た
め
、
８
月
１
日
㈬
か
ら
印
鑑
登

録
証
明
書
の
性
別
欄
を
削
除
し
ま

す
。

　

ま
た
、
証
明
書
自
動
交
付
機
の

運
用
が
終
了
す
る
た
め
、
印
鑑
登

録
証
も
変
わ
り
ま
す
。

　

今
ま
で
の
印
鑑
登
録
証
や
こ
し

が
や
市
民
カ
ー
ド
（
緑
色
の
カ
ー

ド
）
は
、
窓
口
で
印
鑑
登
録
証
明

書
を
取
得
す
る
際
に
引
き
続
き
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

b
市
民
課
☎
９
６
３
＝
９
１
２
６

市
民
課
の
窓
口
の
配
置
が
変
わ
り
ま
す

□
証
明
書
自
動
交
付
機
運
用
終
了

　
の
お
知
ら
せ
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　
カ
ー
ド
の
ご
案
内

　

市
役
所
内
の
証
明
書
自
動
交
付

機
は
、
７
月
３１
日
㈫
で
運
用
を
終

了
し
ま
す
。
今
後
は
、
証
明
書
の

コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

 

な
お
、
コ
ン
ビ
ニ
交
付
の
ご
利

用
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が

必
要
で
す
。
ま
だ
お
持
ち
で
な
い

方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
ご
申
請

く
だ
さ
い
。

〈
申
請
方
法
〉　
通
知
カ
ー
ド
か

ら
中
央
の
申
請
書
を
切
り
離
し
、

縦
４
・
５
㌢
×
横
３
・
５
㌢
の
顔

写
真
を
貼
り
、
同
封
の
封
筒
で
ご

郵
送
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
総
合
サ
イ
ト

（https://www.kojinbango-card
.go.jp/kofushinse/index.html

）

か
ら
も
申
請
で
き
ま
す
。
申
請
書

を
無
く
し
た
方
や
、
名
前
や
住
所

が
変
わ
っ
た
方
に
は
新
し
い
申
請

書
を
お
渡
し
し
ま
す
の
で
、
本
人

確
認
書
類
を
持
っ
て
市
民
課
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
担
当
ま
た
は
北
部
・
南

部
出
張
所
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い

〈
受
け
取
り
方
法
〉　
市
役
所
か

ら
ご
案
内
を
郵
送
し
ま
す
。
必
要

書
類
な
ど
を
確
認
の
う
え
、
必
ず

本
人
が
お
越
し
く
だ
さ
い
。
あ
ら

か
じ
め
日
時
を
ご
予
約
い
た
だ
く

と
ス
ム
ー
ズ
に
お
渡
し
で
き
ま

す
。
申
請
か
ら
お
渡
し
ま
で
は
約

１
カ
月
か
か
り
ま
す

b
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
担
当

（
本
庁
舎
１
階
）
☎
９
４
０
＝
８

６
０
４

□
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
の

　
休
日
窓
口

a
８
月
５
日
㈰
、
午
前
９
時
〜
午

後
４
時　

d
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
担
当　

f
個
人
番
号
カ
ー
ド
交

付
・
電
子
証
明
書
発
行
通
知
書
兼

照
会
書
が
届
い
た
方　

e
事
前
に

電
話
で
左
記
へ　

b
市
民
課
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
担
当
（
本
庁
舎
１
階
）

☎
９
４
０
＝
８
６
０
４

□
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請

　
後
ま
だ
受
け
取
っ
て
い
な
い
方

　
へ
　

市
で
は
、
未
受
領
の
ま
ま
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
引
き
続
き

保
管
し
て
い
ま
す
。
照
会
書
の
期

限
を
過
ぎ
て
い
て
も
受
け
取
れ
ま

す
の
で
、
お
早
め
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

 

な
お
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
受
け
取
ら
れ
て
い
な
い
方
に
受

け
取
り
を
促
す
お
知
ら
せ
を
送
付

後
、
一
定
期
間
後
に
申
請
取
り
下

げ
扱
い
と
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

▽
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
数 

…
４
万
１
３
３
６
枚　

▽
交
付
率

（
交
付
数
÷
人
口
）
…
１２
・
１９
％

　

▽
埼
玉
県
全
体
の
交
付
率
…

１１
・
２７
％
（
い
ず
れ
も
平
成
３０
年

５
月
３１
日
現
在
）

b
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
担
当

（
本
庁
舎
１
階
）
☎
９
４
０
＝
８

６
０
４

　介護保険要支援・要介護認定を受けてい
る方に、８月からの介護保険負担割合証を
７月下旬までにお送りします。介護サービ
スを利用する際は、介護保険被保険者証等
と併せて、速やかにケアマネジャーやサー
ビス提供事業所にご提示ください。
　７月以降に要支援・要介護認定を受けた
方、世帯構成や収入等の変動により、介護
サービス利用時の自己負担の割合が変更に
なった方には、順次お送りします。
　なお、介護保険の制度改正により、８月
から、２割負担の方のうち特に所得の高い
方（現役並み所得者）の負担割合が３割に
なります。
B介護保険課 ☎963―9169

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

お
知
ら
せ

守衛室

↑第二庁舎

階段

西口玄関

職員通用口

福祉なんでも
相談窓口

変更後の窓口配置図

トイレ

トイレ

階段

記載台

市民課

市民課
工事エリア

※立入禁止区域

戸籍担当
国民年金係等

マイナンバー
受付窓口

エレベーター
総合
受付

正面
玄関

国
民
年
金
保
険
料

平
成
30
年
度
分
免
除
申
請
の

受
け
付
け
を
開
始
し
ま
す

介護保険負担割合証を
お送りします


